
（実施類型） （取組の概要） （実施（予定）時期）

（取組の効果額） （取組の効果額内訳）

（取組の概要） （検討状況・課題）

団体名 業種名 事業名 施設名

龍ケ崎市 下水道事業 公共下水道

抜本的な改革の取組

事業廃止
民営化・
民間譲渡

地方独立
行政法人
への移行

広域化等
民間活用 現行の経営

体制を継続指定管理者
制度

包括的
民間委託

PPP/PFI方式
の活用

●

実施済
汚水処理施設の

統廃合

取組事項 （下水道事業）広域化等

処理場廃止あり 処理場廃止なし

公共下水･流域下
水の統合

公共下水同士
の統合

集落排水･公共下水と
の統合

特環下水と公共下
水との統合

その他

年 月 日

検討中 ●

　公共下水道処理区域へ農業
集落排水処理区域の編入を検
討している。
　これにより、農業集落排水処
理場施設の老朽化に伴う更新
費用及び維持管理費用を削減
するとともに、公共下水道と農
業集落排水で異なる使用料の
均一化を図る。

令和元年度に、広域化等のための広域化・共同化計画策定に
向けた基礎調査業務委託により、農業集落排水の公共下水
道への編入に向けた課題の抽出と対応策の検討を行った。こ
の結果、農業集落排水処理施設の耐用年数が経過するまで
に公共下水道に接続を行うという方針を取りまとめた。令和4
年度には県が策定した広域化・共同化計画へ搭載され、中期
的な期間での公共下水道への編入する方針が立てられた。今
後の課題としては、農業集落排水の公共下水道への編入によ
り、処理場施設の財産処分に伴う補助金の返還や企業債の繰
上償還の可能性があり、一時的なコストの増加が懸念される。

実施予定

百万円(年)

汚泥処理の
共同化

維持管理・事務
の共同化

最適な汚水処理施設
の選択（最適化）

公営企業の抜本的な改革の取組状況（令和5年3月31日時点）

実施状況

抜本的な改革の取組状況



（実施類型） （取組の概要） （実施（予定）時期）

（取組の効果額） （取組の効果額内訳）

（取組の概要） （検討状況・課題）

百万円(年)

検討中 ●

　農業集落排水処理区域を近

接する公共下水道処理区域に

編入し、公共下水道管渠への接

続を検討している。

　これにより、農業集落排水処

理場施設の老朽化に伴う更新

費用及び維持管理費用を削減

するとともに、公共下水道と農

業集落排水で異なる使用料の

均一化を図る。

令和元年度に、広域化等のための広域化・共同化計画策定に

向けた基礎調査業務委託により、農業集落排水の公共下水道

への編入に向けた課題の抽出と対応策の検討を行った。この結

果、農業集落排水処理施設の耐用年数が経過するまでに公共

下水道に接続を行うという方針を取りまとめた。令和4年度には

県が策定した広域化・共同化計画へ搭載され、中期的な期間で

の公共下水道への編入の方針が立てられ、今後は県や関係機

関との協議を進めていく予定である。今後の課題としては、農業

集落排水の公共下水道への編入により、処理場施設の財産処

分に伴う補助金の返還や企業債の繰上償還の可能性もあるた

め、一時的なコストの増加が懸念される。

汚泥処理の

共同化

維持管理・事務

の共同化

最適な汚水処理施

設の選択（最適化）

実施予定

処理場廃止あ
り

処理場廃止な
し

年 月 日

公共下水･流域

下水の統合

公共下水同士

の統合

集落排水･公共下水

との統合

特環下水と公共

下水との統合
その他

取組事項 （下水道事業）広域化等

実施済
汚水処理施設
の統廃合

現行の経営

体制を継続指定管理者

制度

包括的

民間委託

PPP/PFI方式

の活用

●

抜本的な改革の取組

事業廃止
民営化・
民間譲渡

地方独立
行政法人
への移行

広域化等
民間活用

団体名 業種名 事業名 施設名

龍ケ崎市 下水道事業 農業集落排水施設

公営企業の抜本的な改革の取組状況（令和5年3月31日時点）

実施状況

抜本的な改革の取組状況


